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調査・審議の依頼
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≪北広島市ラブホテル建築規制条例 新旧対照表≫

改正後 改正前

（適用除外）
第2条の2 都市計画法(昭和43年法律第
100号)第20条第1項の規定により告示さ
れた札幌圏都市計画運動公園地区地区
計画の区域のうち、地区整備計画が定
められた区域内のホテル等については、
この条例の規定は、適用しない。

資料２

≪北広島市ラブホテル建築規制条例 名称の改正≫

北広島市ラブホテル建築規制条例 北広島市特定ホテル建築規制条例⇒
条例の名称改正に伴い、規則の名称、条例及び規則の条文中の「ラブホテル」の名称
について支障のない範囲で改正します。
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共栄地区 39.4ha

運動公園地区地区計画（商業地域）

適用除外区域

北広島高校
総合体育館
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≪札幌圏都市計画運動公園地区地区計画の規制内容≫

資料４



 資料５  
 
  北広島市ラブホテル建築規制条例施行規則の一部を改正する規則 

 

北広島市ラブホテル建築規制条例施行規則(平成16年北広島市規則第23号)の一部を

次のように改正する。 
改正後 改正前 

(構造及び設備の基準) (構造及び設備の基準) 

第2条 条例第2条第1項第2号及び第3号の規定によ

る構造及び設備の基準は、次のとおりとする。 

第2条 条例第2条第1項第2号及び第3号の規定によ

る構造及び設備の基準は、次のとおりとする。 

(1) 玄関は、次の要件を満たすものであること。

ただし、審議会の意見を聴いた上で、建築物の

用途又は構造により市長がやむを得ないと認

めるときは、この限りでない。 

(1) 玄関は、次の要件を満たすものであること。 

ア 外部から内部を見通すことができる幅1.5

メートル以上の玄関戸があること。 

ア 外部から内部を見通すことができる幅1.5

メートル以上の玄関戸があること。 

イ 高齢者、身体障がい者等に配慮したもので

あること。 

イ 高齢者、身体障がい者等に配慮したもので

あること。 

ウ 1階又は2階にあること。 ウ 1階又は2階にあること。ただし、建築物の

建築面積の算定、周辺地形等により市長がや

むを得ないと認めるときは、この限りでな

い。 

(2) 客との面接に適するフロント又は帳場その

他これらに類する施設(以下「フロント等」と

いう。)を設け、かつ、当該フロント等が次の

要件を満たすものであること。 

(2) 客との面接に適するフロント又は帳場その

他これらに類する施設(以下「フロント等」と

いう。)を設け、かつ、当該フロント等が次の

要件を満たすものであること。 

ア 床面積が別表の左欄に掲げる収容人員の

区分ごとにそれぞれ同表の右欄に定める数

値以上であるロビー又はエントランスホー

ル(以下「ロビー等」という。)と一体となっ

ていること。 

ア 床面積が別表の左欄に掲げる収容人員の

区分ごとにそれぞれ同表の右欄に定める数

値以上であるロビー又はエントランスホー

ル(以下「ロビー等」という。)と一体となっ

ていること。 

イ 事務室からロビー等を見通すことができ

ること(フロント等に併設して事務室を有す

る場合に限る。)。 

イ 事務室からロビー等を見通すことができ

ること(フロント等に併設して事務室を有す

る場合に限る。)。 

ウ 1階又は2階にあること。ただし、審議会の

意見を聴いた上で、建築物の用途又は構造に

より市長がやむを得ないと認めるときは、こ

の限りでない。 

ウ 1階又は2階にあること。ただし、建築物の

建築面積の算定、周辺地形等により市長がや

むを得ないと認めるときは、この限りでな

い。 

(3) 食堂、レストラン又は喫茶室及びこれに付

随する厨房、配膳室等(以下「食堂等」という。)

を設け、かつ、当該食堂等の床面積が別表の左

欄に掲げる収容人員の区分ごとにそれぞれ同

表の右欄に定める数値以上であること。 

(3) 食堂、レストラン又は喫茶室及びこれに付

随する厨房、配膳室等(以下「食堂等」という。)

を設け、かつ、当該食堂等の床面積が別表の左

欄に掲げる収容人員の区分ごとにそれぞれ同

表の右欄に定める数値以上であること。 

(4) 会議、催物、宴会等の用に供する会議室、

集会室、大広間等又は店舗等(以下「会議室等」

という。)を設け、かつ、当該会議室等の床面

積が別表の左欄に掲げる収容人員の区分ごと

にそれぞれ同表の右欄に定める数値以上であ

ること。 

(4) 会議、催物、宴会等の用に供する会議室、

集会室、大広間等(以下「会議室等」という。)

を設け、かつ、当該会議室等の床面積が別表の

左欄に掲げる収容人員の区分ごとにそれぞれ

同表の右欄に定める数値以上であること。 

(5) 駐車施設からフロント等、人の専用に供す

る共用廊下、階段(避難階段を除く。)、昇降機

等を経由せず、直接客室に連絡する出入口(避

難口を除く。)がないこと。 

(5) 駐車施設からフロント等、人の専用に供す

る共用廊下、階段(避難階段を除く。)、昇降機

等を経由せず、直接客室に連絡する出入口(避

難口を除く。)がないこと。 
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改正後 改正前 

(6) 建築物の1階に駐車場又はピロティー(建築

物を支持する独立柱が並ぶ吹放しの空間をい

う。)がある場合において、それらの面積の合

計が、建築面積の3分の1未満であること。 

(6) 建築物の1階に駐車場又はピロティー(建築

物を支持する独立柱が並ぶ吹放しの空間をい

う。)がある場合において、それらの面積の合

計が、建築面積の3分の1未満であること。 

(7) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2

項に規定する旅館・ホテル営業の用に供する建

築物にあっては、20平方メートル以下(浴室、

洗面所等の面積を含む。)の1人部屋が、全客室

数の2分の1以上であること(当該建築物の客室

総数が50以上であり、かつ、会議室等の数が2

室以上である場合を除く。)。 

(7) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2

項に規定する旅館・ホテル営業の用に供する建

築物にあっては、20平方メートル以下(浴室、

洗面所等の面積を含む。)の1人部屋が、全客室

数の2分の1以上であること(当該建築物の客室

総数が100以上であり、かつ、会議室等の数が2

室以上である場合を除く。)。 

(8) 建築物に次の要件を満たす共同用の便所を

設けていること。 

   

   

(8) 建築物の1階又は2階に男女の区別がある共

同用の便所を設け、かつ、当該便所の全部又は

一部が高齢者、身体障がい者等に配慮したもの

であること。 

ア 1階又は2階にあること。ただし、審議会の

意見を聴いた上で、建築物の用途又は構造に

より市長がやむを得ないと認めるときは、こ

の限りでない。 

 

イ 当該便所の全部又は一部が高齢者、身体障

  がい者等に配慮したものであること。 

 

(9) ホテル等の外観(看板、広告塔、ネオンサイ

ン、外構等を含む。)の形態、意匠又は色彩が、

周囲の居住環境と調和していること。 

(9) ホテル等の外観(看板、広告塔、ネオンサイ

ン、外構等を含む。)の形態、意匠又は色彩が、

周囲の居住環境と調和していること。 

(10) ホテル等の従業員と対面することなく、客

室内において宿泊料等の精算に係る手続が可

能となる設備がないこと。 

(10) ホテル等の従業員と対面することなく、次

に掲げる手続が可能となる設備がないこと。 

 ア 宿泊等の受付に係る手続 

 イ 宿泊料等の精算に係る手続(客室内におい

て行うものに限る。) 

(11) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が審

議会の意見を聴いた上で定める構造及び設備

の要件を満たすこと。 

(11) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が審

議会の意見を聴いた上で定める構造及び設備

の要件を満たすこと。 

2 ホテル等を複合施設の一部として建築する場合

であって、当該複合施設(当該ホテル等の部分を

除く。)内において次の各号に掲げる施設を設け

るときは、当該各号に定める基準を満たすものと

みなすことができる。 

 

(1) 前項第3号に規定する床面積に係る要件を

満たす食堂等(当該ホテル等を建築する者以外

の者が設けるものを含む。) 同号に規定する

基準 

 

 (2) 前項第4号に規定する床面積に係る要件を

満たす会議室等(当該ホテル等を建築する者以

外の者が設けるものを含む。) 同号に規定す

る基準 

 

     附 則 

 この規則は、令和3年 月 日から施行する。 


